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もとで安心して暮らせることを願い、共生社会の実現

を求めております。 

共生社会の実現のためには、障がい福祉サービスな

ど制度面だけでなく、社会で暮らす多くの人たちの障

がいのある人への意識の変革を求めていく必要があ

ると感じております。 

その意味で、本事案は本会として看過することので

きないものであり、失われた命を取り戻すことができ

ないことは言葉にならない悲しみです。 

法制度の面からは、障害者差別解消法（以下「差別

解消法」という。）や大阪府条例による対応が図られ

なかったことに大きな課題があります。 

差別解消法では、障がいを理由とする不当な差別的

取扱い（本事案の場合には、自治会に加入させないな

どの取扱い）を禁止し、障がいの特性に応じた合理的

配慮（本事案の場合には、知的障がいや精神障がいが

あることを踏まえた配慮）を求めています。 

この事案に対し、本会としては、自治会の方々を非

難する意図はありません。仮に障がいを理由として自

治会への加入を拒否したのであれば明確な法律違反

（不当な差別的取扱い）ですが、そうではなく、新聞

報道によると班長選任に際して男性に対する対応を

話し合った様子が伺えます。残念ながら、その際に知

的障がいへの配慮（合理的配慮）が不足していたので

はないでしょうか。 

さらに、社会全体の課題として考えられるのが「社

会全体の不寛容」です。「自治会の班長は、誰もが等

しくその任を担わなければならない」という同質圧力

があり、それを免除するには知的障がいなどの事情を

近隣住民に示さないと許されない社会的不寛容があ

ったとすると、男性が、自身の尊厳が傷つけられたと

感じ、それを導いた近隣あるいは社会の不寛容に絶望

し自死を選んだとはいえないでしょうか。 

ただ、そうであるとしても一般的な自治会役員が知

的障がいの特性を理解し、必要な配慮を専門職の支援

者と同じように提供することは困難です。 

そのため、差別解消法では大阪府や大阪市に対し

て、障がい者差別が疑われる場合の相談対応と住民へ

の理解啓発を義務づけています。 

また、大阪府では平成２８年（２０１６年）４月に

「大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関す

る条例」を施行しており、条例の中には「広域支援相

談員」という専門相談員を配置することが定められて

います。本事案において、大阪府や大阪市の相談対応

や住民への理解啓発は届いていたのでしょうか。検証

が求められます。 

お亡くなりになった男性にお悔やみを申しあげる

とともに、せめて、本事案への対応が将来に向けて前

向きな変化につながることを願ってやみません。 
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ウィズコロナの時代においては、大きな災害が起き

た時の避難方法についても、これまでの災害時避難場

所へ避難する方法から、それぞれの置かれた状況に応

じて、各自に判断が求められるようになって来ていま

す。 

災害時避難所が密集した環境下となった場合、新型

コロナウイルス以外でも、ノロウイルス等による感染

性胃腸炎やインフルエンザなどの感染が拡大するリ

スクが高まります。 

そのためにも、平時からハザードマップや防災マッ

プを確認するなど、いざという時の行動を確認してお

くことが重要です。 

自宅の安全が確保できる場合は、３密を避けるため、

自宅避難を最優先にしてください。その際、自宅で過

ごせるように必要な物資の備蓄をするなど、事前に準

備をしておきましょう。 

また、自宅避難が困難な場合でも、安全な地域にあ

る親戚や知人宅への避難の検討をお願いします。在宅

避難、分散避難が困難な場合は、命を守るため、災害

時避難所を躊躇なく選択してください。その際にも、

 新型コロナ禍で災害が起きた際の避難行動に 
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